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羽幌町各会計決算特別委員会会議録 

 

〇議事日程（第１号） 

令和７年９月１１日（木曜日） 午後 １時００分開会 

 

第 １ 認定第 １号 令和６年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について      

第 ２ 認定第 ２号 令和６年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて                           

第 ３ 認定第 ３号 令和６年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第 ４ 認定第 ４号 令和６年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て                             

第 ５ 認定第 ５号 令和６年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て                             

第 ６ 認定第 ６号 令和６年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て                             

第 ７ 認定第 ７号 令和６年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について  

第 ８ 認定第 ８号 令和６年度羽幌町下水道事業剰余金の処分及び決算認定について 

 

〇出席委員（１０名） 

    １番 佐 藤   満 君      ２番 金 木 直 文 君 

    ３番 阿 部 和 也 君      ４番 逢 坂 照 雄 君 

    ５番 村 上 雄 也 君      ６番 小 寺 光 一 君 

    ８番 舟 見 俊 明 君      ９番 工 藤 正 幸 君 

   １０番 平 山 美知子 君     １１番 村 田 定 人 君 

 

〇欠席委員（１名） 

    ７番 磯 野   直 君 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 
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     副  町  長    三 浦 義 之 君                

     監 査 委 員    熊 木 良 美 君                

     教  育  長    濱 野   孝 君                

     会 計 管 理 者    豊 島 明 彦 君                
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     総 務 課 主 幹    村 上   達 君                
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     町 民 課                             
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     センター係長                             
 
     監 査 室 長    木 村 和 美 君                
 
     農 業 委 員 会                             
                敦 賀 哲 也 君                
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                伊 藤 雅 紀 君                
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〇職務のため出席した事務局職員 
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     総 務 係 長    嶋 元 貴 史 君                
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    ◎委員長挨拶 

〇平山委員長 議事に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 さきの本会議におきまして本委員会が設置され、委員長に私が、副委員長に阿部委員が

指名を受けました。力量不足の点ご容赦をいただき、ご協力をお願いいたします。 

 この決算特別委員会は現行予算の執行や新年度予算の編成にもつながる大事な審査とな

ります。町の各会計予算も一般会計と特別会計等を合わせると８会計に及びその内容も多

岐にわたっております。議会が決定した予算が適正に執行されたかどうか、行政効果や経

済効果はどうか。また、今後の行財政運営にどう役立てて改善していくか、工夫すべき点

はないか等の観点から評価をする極めて重要な意味を持っております。 

 慎重な審議はもちろんでありますが、理事者側及び各委員におかれましては簡潔な質疑、

答弁など本委員会の円滑な進行にご協力を賜りますようお願い申し上げ、開会に当たって

の挨拶といたします。 

 

    ◎開会の宣告 

〇平山委員長 ただいまから羽幌町各会計決算特別委員会を開会いたします。 

 本日の欠席届は、７番、磯野直委員であります。 

 

（開会 午後 １時０１分） 

 

    ◎開議の宣告 

〇平山委員長 これから本日の会議を開きます。 

 

    ◎認定第１号～認定第８号 

〇平山委員長 本委員会に付託された認定第１号 令和６年度羽幌町一般会計歳入歳出決

算認定について、認定第２号 令和６年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について、認定第３号 令和６年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、認定第４号 令和６年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、認定第５号 令和６年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認

定第６号 令和６年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第７

号 令和６年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について、認定第８号 令和６

年度羽幌町下水道事業剰余金の処分及び決算認定について、以上８件を一括議題とします。 

 次に、審査の方法についてお諮りいたします。本委員会では、計数の照合審査など監査

委員の審査と重複することを避け、適正な執行状況並びに行財政効果等について綿密に審

査をすべきであり、監査委員の審査報告を信頼し、問題となる経理がない限り監査意見書

に基づいて審査を進めたいと思います。 

 なお、審査に当たって証拠書類の検閲が必要となった場合、地方自治法第９８条の検査
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権あるいは同法第１００条の調査権の特別委員会の委任についての議決がなければ、証拠

書類の提出を求めることができないという行政実例があります。したがって、本委員会で

は、同法第９８条の検査権等の委任に基づく行使によらず、まず決算書に対する監査委員

の審査意見について報告を求め、その後財務課長から決算認定資料に対する説明、次いで

上下水道課長から水道事業、下水道事業決算報告書の内容説明を受けた後、理事者側に対

する質疑を行う方法で審査を進めていきたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま申し上げましたとおり審査することに決定しました。 

 それでは、代表監査委員から決算審査意見書の説明を求めます。 

 代表監査委員、熊木良美君。 

〇熊木代表監査委員 ただいま議題となりました令和６年度羽幌町一般会計及び特別会計

歳入歳出決算並びに基金運用状況審査意見書の内容についてご説明を申し上げます。 

 審査の意見は、逢坂監査委員との合議に基づくものであります。 

 次のページをお開き願います。第１、審査の対象は、令和６年度一般会計と特別会計５

件、合わせて６会計であります。第２、審査の期間は、令和７年８月１日から同年８月２

７日を設定し、実施しております。第３、審査の方法及び範囲につきましては、令和６年

度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、財

産に関する調書等について、関係法令に準拠して調製されているか、予算は適正に執行さ

れているか、計数が証拠書類に符合しているか、財政運営は健全かなどに主眼を置き、必

要に応じて関係職員からの説明を聴取するなどの方法により審査を実施いたしました。な

お、現金、預金残高並びに証書類等の確認につきましては、定期監査及び例月出納検査の

結果を踏まえて審査を行いました。第４、審査の結果でございますが、審査に付された一

般会計及び各特別会計歳入歳出決算書及び附属書類等は関係法令で定める様式に基づき作

成されており、それぞれの内容を精査した結果、その計数はいずれも正確であり、財務に

関する事務の執行につきましても適正に処理されたものと認められました。 

 ２ページをお開き願います。一般会計及び特別会計の決算総括表であります。表下段の

合計欄で申し上げますと、予算現額は１０２億８，５７２万２，０００円で、歳入決算額

は９５億８，０６２万２，８４９円、執行率は９３．１％であります。これに対しまして、

歳出決算額は９３億９，７６３万２，６３２円、執行率は９１．４％で、歳入歳出差引き

額１億８，２９９万２１７円となっております。なお、各会計における差引き額は、一般

会計で１億４，１５７万１９７円となっており、翌年度へ繰越ししております。また、各

特別会計も同様に処理されております。 

 ３ページを御覧願います。最初に、一般会計について申し上げます。１の概要でありま

すが、一般会計の決算収支状況は第１表のとおりであります。歳入総額７５億８，０２６

万９，０００円から歳出総額７４億３，８６９万９，０００円を差し引いた形式収支は１



 - 7 -

億４，１５７万円であり、この額から翌年度へ繰り越すべき財源となる繰越明許費充当額

５，８７８万４，０００円を差し引いた実質収支額は８，２７８万６，０００円の黒字決

算となっております。また、当年度の実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた単

年度収支額は９，５０６万２，０００円のマイナスとなっております。 

 ４ページをお開き願います。２の歳入についてであります。歳入の決算状況は第２表の

とおりであり、調定額７９億６，７０９万６，０００円に対し、収入済額７５億８，０２

６万９，０００円、収入率９５．１％、執行率９１．９％となっております。不納欠損額

は３６０万１，０００円で、町税及び使用料となっております。前年度と比較し、３３８

万２，０００円の大幅な増加でありますが、主な要因は私債権の放棄によるものでありま

す。なお、不納欠損額及び収入未済額の内訳は、決算認定資料の２５ページに記載されて

おります。 

 次に、５ページを御覧願います。３、歳入決算構成であります。決算認定資料１１ペー

ジの記載内容に基づき、普通会計を基に一般財源と特定財源及び自主財源と依存財源に分

類しますと、第３表及び第４表のとおりであります。第３表では、決算額に占める一般財

源は４７億８，３８９万９，０００円で、前年度と比較すると、３億７１６万４，０００

円、６．９％の増となっております。また、特定財源は２７億９，６３７万円で、１億２，

２３８万円、４．６％増加しております。 

 次に、第４表であります。自主財源は１８億８，７１７万６，０００円で、前年度と比

較すると１億４，２１２万３，０００円、８．１％増加しております。また、依存財源は

５６億９，３０９万３，０００円で、２億８，７７２万１，０００円、５．３％増加して

おります。 

 ６ページをお開き願います。４の歳出でありますが、歳出の決算状況は第５表のとおり

であります。予算現額に対し、支出済額は７４億３，８６９万９，０００円で、翌年度へ

繰り越す５億６，０５１万８，０００円を差し引くと不用額は２億４，７８８万６，００

０円となり、予算の執行率は９０．２％となっております。前年度に比較して翌年度繰越

額は２億７，５７３万２，０００円、９６．８％の増加、不用額は１，９６５万４，００

０円、７．３％減少しており、不用額の予算現額に対する割合は０．６ポイント減少にあ

ります。なお、翌年度繰越しとなる事業は、２５ページ、令和７年度への繰越明許費予算

に記載の事業であります。 

 次に、第５表下段の説明事項につきましては、７ページでご説明を申し上げます。７ペ

ージを御覧願います。款別の歳出決算状況は第６表のとおりでありますが、表の一番右側

に記載されている対前年度増減区分の金額及び比率を勘案して主な増減内訳をご説明いた

します。衛生費では、１億９３８万２，０００円、１４．６％の減であります。これは、

主として産業廃棄物埋立処理場適正化事業の完了などによるものであります。商工費では、

６，８２５万３，０００円、１９．４％の減となっております。主な内容は、サンセット

プラザに係る空調機更新などの管理事業完了によるものであります。教育費は、５，９５
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４万１，０００円、１５．２％の増であります。これは、主として総合体育館内部改修工

事８，２１３万６，０００円、天売複合化施設建設工事請負費３，６７７万７，０００円

などの増によるものであります。災害復旧費では、２億２，００７万３，０００円、３８

７．８％の増でありますが、主に朝日、平、上羽幌地区における河川、道路、橋梁の復旧

費の増によるものであります。 

 ８ページをお開き願います。５、歳出決算構成であります。決算認定資料の１２ページ

の記載内容に基づき歳出決算額を性質別に区分すると、第７表のとおりであります。決算

額に占める義務的経費は２５億５，９１１万円で、前年度に比較し、扶助費が減となるも

人件費の増が大きく、５，３４４万８，０００円、２．１％増加しております。また、投

資的経費は８億５，７８４万３，０００円で、前年度に比較し、３億１，７６２万１，０

００円、５８．８％増加しております。 

 ９ページを御覧願います。６の財政指標であります。普通会計における財政力の動向、

財政構造の弾力性を判断する主要財務比率の年度別推移は次表のとおりであります。ア、

財政力指数は、指数が１に近いほど財政力が強いとされており、本年度は０．１９８で前

年度より０．００２ポイントの増となっております。次のイ、経常収支比率は、財政構造

の弾力性を示す指標で、通常７５％程度に収まることが妥当と考えられております。本年

度は８６．９％で、前年度より３．８ポイント増となっております。次のウ、ラスパイレ

ス指数は、一般行政職について国家公務員の月額給与を１００とした場合の地方公務員の

給与水準を示したもので、本年度は９５．１で前年度より０．２ポイントの減となってお

ります。 

 １０ページをお開き願います。７、財産に関する調書であります。令和６年度における

財産の増減高及び現在高は次表に掲げるとおりでありますが、下水道事業の公営企業化に

伴い土地、２万２，３１１平方メートル、建物２，５６４平方メートルの移譲が減少の主

な理由、内容となっております。 

 １２ページをお開き願います。特別会計について申し上げます。国民健康保険事業特別

会計についてであります。概要は記載のとおりでありますが、歳入総額から歳出総額を差

し引いた額及び実質収支額とも２７８万５，０００円の決算となっております。 

 次に、２の歳入ですが、自主財源である保険税の収入状況は次のページの第２表のとお

りであります。調定額１億８，６２６万７，０００円に対して、収入済額は１億７，１０

３万１，０００円、収入率９１．８％、執行率９８．６％となっております。不納欠損額、

収入未済額につきましては記載のとおりであります。今後とも健全な事業運営に向け、収

入率の向上に一層努められるよう望むものであります。 

 １４ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計について申し上げます。決算収

支状況は第１表のとおりでありますが、歳入総額から歳出総額を差し引いた額及び実質収

支額とも５２万４，０００円の黒字決算となっております。以下、内容の説明につきまし

ては省略させていただきます。 
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 １６ページをお開き願います。介護保険事業特別会計について申し上げます。決算の収

支状況は第１表のとおりでありますが、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定を合わせ

た歳入総額から歳出総額を差し引いた額及び実質収支額とも３，７９４万３，０００円の

黒字決算となっております。 

 １７ページを御覧願います。２の歳入及び歳出でありますが、説明は省略させていただ

きます。 

 １８ページをお開き願います。簡易水道事業特別会計について申し上げます。決算収支

状況は第１表のとおりでありますが、歳入総額から歳出総額を差し引いた額及び実質収支

額とも１６万８，０００円の黒字決算となっております。 

 １９ページを御覧願います。２の歳入及び歳出であります。下段の表、水道使用料の地

区別収納状況でありますが、天売、焼尻両地区の収納状況は、収入済額１，４４３万５，

０００円で、収入率９８．９％となっております。 

 ２０ページをお開き願います。港湾上屋事業特別会計について申し上げます。決算収支

状況は第１表のとおりであります。歳入総額及び歳出総額は２，１４０万５，０００円で

あり、差引き額及び実質収支額ともゼロ円の決算となっております。 

 ２２ページをお開き願います。各基金の決算状況であります。各基金は設置目的に沿っ

て適正に処理されており、基金別決算状況は次表に掲げるとおりであります。各基金及び

増減内訳は記載のとおりであります。 

 ２３ページをお開き願います。不納欠損処分の事由別状況について申し上げます。一般

会計及び国民健康保険事業特別会計における不納欠損処分の事由別状況は次表に掲げると

おりであり、適法に処理されております。不納欠損額は、関係法令の定めるところにより、

消滅時効などの成立にて処理されたものであります。一般会計では税及び使用料で２４件、

３６０万８３２円となっております。決算認定資料の２５ページから２６ページに記載さ

れております。 

 ２４ページをお開き願います。繰越明許費事業調であります。記載内容は、地方自治法

に基づき処理されている案件として説明は省略をさせていただきます。 

 ２６ページをお開き願います。令和６年度羽幌町定額基金運用状況審査意見書の内容に

ついて説明申し上げます。１、審査の対象は、羽幌町奨学基金、羽幌町中小企業経営安定

支援基金及び前川富義奨学基金であります。２の審査の期日は、令和７年８月８日であり

ます。３、審査の方法は、地方自治法第２４１条第５項の規定により、審査に付された基

金運用状況調書について、各関係諸帳簿、証書類等の確認を行ったものであります。４、

審査の結果でありますが、基金運用状況調書は関係書類と符合しており、適正に運用され

ていることが認められました。 

 ２７ページを御覧願います。基金運用状況調書でありますが、説明は省略いたします。 

 以上で一般会計、各特別会計の歳入歳出決算及び定額基金運用状況並びに基金運用状況

についての決算審査の内容とさせていただきます。 
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 引き続き、令和６年度羽幌町水道事業会計決算審査意見書の内容についてご説明申し上

げます。 

 本審査の意見につきましても、逢坂監査委員との合議によるものであります。 

 次の１ページをお開き願います。第１、審査の概要でありますが、１、審査の対象は、

次の（１）から（７）まで記載のとおりであります。２、審査の期間は、令和７年６月２

日から６月１２日までであります。３、審査の方法としまして、決算審査に当たっては、

決算報告書、財務諸表、事業報告書、附属書類等に基づき計数の照合など、事業が経済性

を発揮し、公共の福祉増進に向け運営されているかに重点を置き審査するとともに、必要

に応じて関係職員から説明を受けて審査の参考といたしました。 

 第２、審査の結果でありますが、１、決算諸表について、審査に付された決算報告書及

び財務諸表等は、関係法令に準拠して作成されており、各内容を精査した結果、その計数

は正確であり、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められました。 

 ２ページをお開き願います。２、経営状況について、（１）、経営成績でありますが、

当年度は税抜き決算で総収益２億３９４万９，０００円に対し、総費用は１億９，７８２

万６，０００円となっており、差引き６１２万３，０００円、当年度の純利益で、前年度

と比較しますと６９４万６，０００円、５３．１％の減となっております。これは総収益

において９１０万６，０００円、４．３％の減少に対し、総費用も２１６万円、１．１％

への圧縮により純利益の創出となったところであります。 

 総収益の減少の主な要因は、一企業における水道使用の形態変更が大きく影響したもの

であります。事業の経営内容を把握するため、当該比率を全国平均値、以下平均値と表し

比較すると、次のとおりであります。最初に、アの財務比率についてでありますが、事業

の財政状態の流動性、健全性の良否を表す比率は、次の表のとおりであります。（ア）、

流動比率は平均値を上回っており、短期債務に対する支払い能力は依然良好であると見る

ことができます。（イ）、自己資本構成比率も前年度より１．６ポイント増加し、今年度

も平均値を上回っております。（ウ）、固定資産対長期資本比率も前年度より０．４ポイ

ント増加しておりますが、平均値を下回っております。比率は１００％以下が望ましく、

良好に推移しております。 

 ３ページを御覧願います。次に、イの収益性に関する比率でありますが、比率が高いほ

ど収益性が高いことを表していますが、平均値と比較すると営業収支比率は平均値を大き

く上回っているものの、総収支比率及び総資本利益率は僅かですが、下回っております。 

 次に、ウの施設利用率であります。施設の利用状況の良否を総合的に表示する施設利用

率は、分子の１日平均配水量が昨年比８７立方メートル減の２，３５８立方メートルであ

り、前年度より１．９ポイント減少していますが、平均値を上回っております。また、有

収率は昨年度と比較し、０．３ポイントの減少となっております。これは、有収水量の減

によるものであります。今年度も平均値を９．５ポイント下回っている状況にあり、さら

なる改善を望むものであります。 
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 ４ページをお開き願います。次に、エの労働生産性では、職員１人当たりの給水人口、

有収水量、営業収益は、労働生産性を端的に表すものであります。平均値と比較すると、

有収水量は下回っているものの、給水人口と営業収益は上回っている状況にあります。 

 次に、オの料金に関する比較ですが、給水原価は３１６．８円であり、有収水量１立方

メートル当たりの供給単価は３１４．０円、差し引くと２．８円の供給に減益が生じてお

ります。当年度は損失、マイナスが発生している状況にあります。このため、今後の健全

経営に影となり、経過によっては憂慮が拡大されるところであります。回収率は９９．１

％と平均値を上回っておりますが、前年度と比較すると２．０ポイントの減少となってお

ります。 

 ５ページを御覧願います。（２）のむすびでありますが、将来に向け安定した給水確保

に向け計画的な補修等の事業を行い、有収率の改善に努められるとともに人口減少や事業

所等の運営形態の変更などにより給水収益の増加が見込めないことから、効率的な事業運

営と経営の健全化を図られ、安全で安心できる良質な水道水の供給に取り組まれるよう強

く望むものであります。なお、給水未収金が４６０万円となっており、前年度と比較し、

２７万３，０００円、５．６％減少していますが、引き続き未収金の解消に努められるよ

う要望します。 

 次の（３）、決算審査資料の第１表は、業務実績を前年度と比較し、表したものであり

ます。御覧をいただきまして、説明は省略いたします。 

 ６ページをお開き願います。第２表、決算額比較表であります。収益的収支であります

が、令和６年度決算額の収支差引き額では、純利益が６１２万３，３３１円となっており

ます。次に、資本的収支、下段の収支差引き額６，６８９万４，４９１円の不足額は、留

保資金等から補填をしております。 

 ７ページ、第３表、比較損益計算書、８ページ、第４表、比較貸借対照表の説明は省略

をいたします。 

 以上で水道事業会計審査意見書の内容説明とさせていただきます。 

 続きまして、令和６年度羽幌町下水道事業会計決算審査意見書の内容についてご説明申

し上げます。 

 本審査の意見につきましても、逢坂監査委員との合議によるものであります。 

 次の１ページをお開き願います。第１、審査の概要でありますが、１、審査の対象は、

次の（１）から（８）まで記載のとおりであります。２、審査の期間は、令和７年６月１

６日から６月２０日までであります。３、審査の方法としまして、決算審査に当たっては、

決算報告書、附属書類等に基づき計数の照合など、事業が経済性を発揮し、公共の福祉増

進に向けた運営を重点に審査するとともに、必要に応じて関係職員から説明を受けて審査

の参考といたしました。 

 第２、審査の結果でありますが、１、決算諸表について、審査に付された決算報告書及

び財務諸表等は、関係法令に準拠して作成されており、各内容を精査した結果、その計数
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は正確であり、事業の経営成績及び財政状況を適正に表示しているものと認められました。

なお、昨年度に公営企業会計へ移行となったことから初めての決算審査であり、数値等は

前年度との対比は行えないため、昨年の全国平均値との比較にて主に審査を実施しており

ます。その結果、各数値等は適正に表示されているものの、独立した企業として資金借入

額過大の経営実態が認知されるなど課題が確認されました。また、汚水処理費関係では近

隣町村分の影響による乖離が著しい状況も改めて把握されたところであります。 

 ２ページをお開き願います。２、経営状況について、（１）、経営成績でありますが、

当年度は税抜き決算で総収益３億８，３７５万１，０００円に対し、総費用は３億５，８

６１万５，０００円となっております。差引き２，５１３万６，０００円であります。事

業の経営内容を把握するため、当該比率を全国平均値、以下平均値と表し比較すると、次

のとおりであります。最初に、アの財務比率でありますが、事業の財政状態の流動性、健

全性の良否を表す比率は、次の表のとおりであります。（ア）、流動比率は平均値を大き

く下回っており、短期債務に対する支払い能力は不良であると見ることができます。

（イ）、自己資本構成比率は、建設改良企業債の活用に際し、その額相当を資本に組み入

れる組入れ資本金等の増により平均値を上回っております。（ウ）、固定資産対長期資本

比率は僅かに平均値を上回っておりますが、比率は１００％以下であることが望ましく、

ほぼ良好と思われます。 

 ３ページを御覧願います。次に、イの収益性に関する比率でありますが、比率が高いほ

どその収益性が高いことを表していますが、平均値と比較すると総収支比率では下回って

いるものの、営業収支比率は上回っております。 

 次、ウの施設利用率であります。施設の利用状況の良否を総合的に表示する施設利用率、

水洗化率、有収率は平均値を上回っている状況にあります。 

 ４ページをお開き願います。次に、エの料金に関する比較では、汚水処理原価、経費回

収率は平均値から大きく乖離した数値となっております。これは、汚水処理費に絡み広域

化による近隣町村のミックス処理費、し尿処理費部分を含むことによる増加が要因となっ

ております。このため、適正な数値の算定に係る研究を強く望むところであります。 

 （２）のむすびとしましては、将来に向け安定した下水道事業の経営に向け、さらなる

状況の把握と改善の研究に努められるよう望むところであります。また、人口の減少など

により大幅な収益増加が見込めないことから、効率的な事業運営と経費の縮減等により健

全な経営に向け取り組まれるよう望むものであります。 

 ５ページを御覧願います。（３）、決算審査資料の第１表は、業務実績を前年度の把握

可能な範囲で比較し、表したものであります。御覧をいただきまして、説明は省略をいた

します。 

 ６ページ、第２表、決算額比較表、７ページ、第３表、比較損益計算書、８ページ、第

４表、比較貸借対照表の説明は省略をいたします。 

 以上で下水道事業会計審査意見書の内容説明とさせていただきます。３件、よろしくお
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願いを申し上げます。 

 以上です。 

〇平山委員長 次に、財務課長から決算認定資料の内容説明を求めます。 

 財務課長、清水聡志君。 

〇清水財務課長 私から決算書に基づきまして説明させていただきます。 

 決算書の一番後ろのほうの黄色の紙をお開き願います。令和６年度羽幌町各会計決算認

定資料となっております。１枚めくると目次になりますが、これもめくっていただき１ペ

ージを御覧願います。第１表、令和６年度羽幌町各会計別決算総括表でありますが、介護

保険事業特別会計の介護サービス事業勘定及び港湾上屋事業特別会計につきましては歳入

歳出差引きゼロとなっておりますが、一般会計及び他の特別会計につきましてはそれぞれ

剰余金が発生し、翌年度へ繰り越しております。 

 ２ページをお開き願います。第２表、決算の状況に関する調、一般会計でありますが、

令和６年度の歳入総額、Ａ欄では７５億８，０２６万９，０００円、歳出総額、Ｂ欄では

７４億３，８６９万９，０００円、歳入歳出差引き額、Ｃ欄では１億４，１５７万円とな

り、これが剰余額となります。区分欄で、翌年度に繰り越すべき財源と縦書きで記載して

おりますが、令和６年度の繰越明許費、Ｅ欄、５，８７８万４，０００円は翌年度へ明許

繰越しを行った額であり、実質収支、Ｊ欄は繰越明許費の額を剰余金から差し引いた額と

なり、８，２７８万６，０００円となります。次の財政再建債等未償還元金はございませ

んので、Ｏ欄も同額となります。このように８，２７８万６，０００円の黒字決算となっ

ておりますが、前年度からの黒字分も含んでおりますので、それを除いた単年度収支、Ｐ

欄では９，５０６万２，０００円の赤字となるものであります。また、６年度中の黒字要

素となる財政調整基金への積立金、Ｑ欄の２１７万円を加え、赤字要素となる財政調整基

金からの積立金取崩し額、Ｓ欄の６，３００万円を除いた一番下の実質単年度収支、Ｔ欄

は１億５，５８９万２，０００円の赤字となるものであります。 

 次に、３ページの第３表、一般会計款別決算額比較表の歳入につきましては町長からの

説明をもちまして省略をさせていただきます。 

 次に、４ページ、一般会計の歳出でありますが、監査委員から審査意見がございました

ので、説明は省略させていただきます。 

 次に、５ページ、国民健康保険事業特別会計でありますが、歳出合計で前年度対比約９，

９０６万３，０００円の減は、医療費の減少に伴う２款保険給付費の減少が主なものであ

ります。 

 ６ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計でありますが、歳出合計で前年度

対比約５００万２，０００円の増は、療養給付等に要する費用が増加したことに伴う２款

後期高齢者医療広域連合納付金の増加が主なものであります。 

 次に、７ページ、介護保険事業特別会計の保険事業勘定でありますが、歳出合計で前年

度対比約１，４３５万９，０００円の減は、介護給付費返還金等の減少に伴う６款諸支出
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金の減少が主なものであります。 

 ８ページをお開き願います。介護サービス事業勘定でありますが、歳出合計で前年度対

比約４０５万３，０００円の増は、会計年度任用職員人件費の増に伴う１款総務費の増加

が主なものであります。 

 次に、９ページ、簡易水道事業特別会計でありますが、歳出合計で前年度対比約１７７

万３，０００円の減は、借入金の一部償還完了に伴う２款公債費の減少が主なものであり

ます。 

 １０ページをお開き願います。港湾上屋事業特別会計でありますが、歳出合計で前年度

対比約５３１万２，０００円の増は、焼尻旅客上屋改修工事に伴う１款港湾施設費の増加

が主なものであります。 

 １１ページを御覧願います。第４表、経常収支等の状況に関する調でありますが、左側

の表、１、収入の状況では、決算額において、その収入が臨時的なものか、経常的なもの

か、またその使途が特定されているのか、特定されていない一般財源なのかを表しており

ます。次に、右側の表、２、支出の状況では、性質別区分の決算額、Ａ欄のうち経常的な

支出額、Ｃ欄に対して一般財源がどれだけ充当されているかを表しております。これらの

結果を基に算定した経常収支比率を含め、関係数値につきましては右側の下段、３、各種

指標に記載しておりますので、御覧をいただき、説明は省略をさせていただきます。 

 １２ページをお開き願います。第５表、款別性質別決算額調でありますが、普通会計の

決算額を款ごとに性質別に表したものであります。説明は省略をさせていただきます。 

 次に、１３ページを御覧願います。第６表、事業効果表の一般会計総括表でありますが、

この内訳として、次の１４ページから１８ページまで、主立った投資的事業につきまして

款別に区分をし、事業ごとに決算額、事業内容などを載せております。また、１９ページ

につきましては簡易水道事業特別会計分となっております。御覧をいただきまして、説明

は省略をさせていただきます。 

 ２０ページの第７表をお開き願います。歳入歳出の決算状況を目的別にグラフに表した

ものでありますが、左側の歳入の円グラフでは、歳入の約５割を地方交付税が占めている

状況にあります。また、右側の歳出総額では、扶助費が含まれる３款民生費と人件費であ

る１３款諸支出金がそれぞれ約２割を占めております。 

 ２１ページを御覧願います。第８表につきましては、町税の収入額をそれぞれ税目別に

グラフに表したもので、町民税が約５割、固定資産税が約４割を占め、次に町たばこ税と

なっております。 

 次に、２２ページから２６ページまでの第９表、各会計（税・税外）収入状況調につき

ましては、監査委員から審査意見がございましたので、説明は省略をさせていただきます。 

 ２７ページを御覧願います。第１０表、給与費決算調書でありますが、会計区分では一

般会計と各特別会計に、職員数では特別職と一般職に分け、給与費では報酬、給料、職員

手当等に分けたものであります。下の欄で前年度と比較しており、差引きの一番右側、合
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計欄では８，２０７万９，０００円の増となっております。 

 ２８ページをお開き願います。第１１表、債務負担行為の調でありますが、一般会計に

おきまして決算年度以前に議決をいただき、後年度で支出する内容を記載しております。

事項別の内容は説明を省略させていただきますが、３０ページをお開きいただきますと、

表の一番右下の欄にありますように、次年度以降に一般財源で支出を予定している額は８，

６８６万９，０００円となっております。 

 ３１ページを御覧願います。ページの左側、第１２表、地方債施設別現在高調でありま

すが、会計別に決算年度末の未償還元金の額を記載しております。一般会計につきまして

は、ほとんどの施設で減少しており、築別６線橋補修工事などによる道路橋梁河川施設、

総合体育館改修工事などによる社会教育施設、農業農村整備事業及び農業後継者対策事業

による農林業振興施設などで増加したものの一般会計総額では前年度より１億２４８万５，

０００円減少し、６年度末残高は６０億８，５８９万７，０００円となっております。ま

た、特別会計を含めた対前年度増減額では１億５，７９６万７，０００円減少しており、

６年度末残高は６１億９，３３１万９，０００円となっております。 

 右側の第１３表のグラフは、一般会計における令和６年度までの地方債の借入状況と地

方債残高に係る元金の償還予定額の状況を令和９年度までグラフに表したものであります。 

 ３２ページをお開き願います。第１４表につきましては、一般会計の決算額を款別、節

別に集計したものであります。御覧をいただきまして、説明は省略をさせていただきます。 

 ３３ページを御覧願います。第１５表、基金運用状況調でありますが、監査委員から審

査意見がございましたので、説明は省略をさせていただきます。 

 ３４ページをお開き願います。第１６表、繰越明許費事業調となっておりますが、３４

ページは令和５年度から繰り越した事業の決算状況、３５ページは令和７年度に繰り越し

た事業の予算であります。御覧をいただきまして、説明は省略をさせていただきます。 

 ３６ページをお開き願います。第１７表、継続費精算報告書でありますが、継続費を設

定し、実施してきた事業が完了したことに伴う精算報告であります。御覧をいただきまし

て、説明は省略をさせていただきます。 

 ３７ページを御覧願います。第１８表、引上げ分の地方消費税交付金の使途についてで

ありますが、社会保障施策に充てることとされている引上げ分の地方消費税交付金の充当

状況であります。御覧をいただきまして、説明は省略をさせていただきます。 

 ３８ページをお開き願います。第１９表、目的税の使途についてでありますが、特定の

経費に充てることとされている目的税の充当状況でありますが、本町におきましては都市

計画税と入湯税がこれに該当いたします。御覧をいただきまして、説明は省略をさせてい

ただきます。 

 以上で令和６年度決算資料の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご

承認いただきますようお願い申し上げます。 

〇平山委員長 次に、上下水道課長から水道事業及び下水道事業の決算報告書の内容説明
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を求めます。 

 上下水道課長、渡辺博樹君。 

〇渡辺上下水道課長 それでは、初めに令和６年度水道事業決算報告書の内容につきまし

てご説明いたします。 

 １ページをお開き願います。決算報告書でございます。金額にはそれぞれ消費税を含ん

でおります。まず、収益的収入及び支出につきましては、収入決算額２億２，２９３万８，

３２８円に対し、支出決算額２億８６２万５１１円となったところでございます。 

 次に、２ページをお開き願います。資本的収入及び支出につきましては、収入決算額２，

２００万に対し、支出決算額９，１５９万２，４９１円となり、収支差引きで不足する額

６，９５９万２，４９１円は、減債積立金及び損益勘定留保資金等により補填したところ

でございます。 

 次に、３ページをお開き願います。３ページから７ページは財務諸表で、公営企業会計

方式による決算区分に従い作成したものでございます。まず、損益計算書につきましては

税抜きにより全ての収益と費用を記載し、利益を明らかにしたもので、収益から費用を差

し引いた６１２万３，３３１円が令和６年度の純利益となっております。 

 次に、４ページをお開き願います。下段に記載しております剰余金処分計算書（案）に

つきましては、地方公営企業法第３２条第２項の規定により処分しようとするもので、当

年度の純利益６１２万３，３３１円を減債積立金に積立てし、企業債元金償還に使用した

２，１６８万９，１１６円を資本金へ組入れし、その結果、翌年度繰越利益剰余金は２億

９，４３１万９，２２９円となったところでございます。 

 次に、５ページをお開き願います。５ページから７ページは貸借対照表となっておりま

す。資産の合計は１９億５，８４２万１，５６９円であり、負債資本の合計額と一致する

ものでございます。 

 次に、８ページから１７ページは事業報告書となっております。内容につきましては御

覧をいただき、説明は省略いたします。 

 次に、１８ページをお開き願います。キャッシュフロー計算書でございます。表の右側、

下段部分になりますが、資金は前年度末から１，１９７万２，６１４円減少し、期末残高

は２億４，３７７万３，５４１円となっております。これは５ページ、貸借対照表の現金

預金の額と一致するものでございます。 

 以下、２５ページまでが附属書類、２６ページからは注記としまして会計方針等を記載

しております。内容につきましては御覧をいただき、説明は省略いたします。 

 以上で令和６年度水道事業会計決算の内容説明とさせていただきます。 

 続きまして、令和６年度下水道事業決算報告書の内容につきましてご説明いたします。 

 １ページをお開き願います。決算報告書でございますが、金額にはそれぞれ消費税を含

んでおります。まず、収益的収入及び支出につきましては、収入決算額３億９，０６９万

６，７５４円に対し、支出決算額は３億６，８９２万５，０６９円となったところでござ
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います。 

 次に、２ページをお開き願います。資本的収入及び支出につきましては、収入決算額１

億２，９４６万５，５７９円に対し、支出決算額２億２，０２６万１，５００円となり、

収支差引きで不足する額９，０７９万５，９２１円は、損益勘定留保資金により補填した

ところでございます。 

 次に、３ページをお開き願います。３ページから７ページは財務諸表で、公営企業会計

方式による決算区分に従い作成したものでございます。まず、損益計算書につきましては

税抜きにより全ての収益と費用を記載し、利益を明らかにしたもので、収益から費用を差

し引いた２，２３６万６，３３６円が令和６年度の純利益となっております。 

 次に、４ページをお開き願います。下段に記載しております剰余金処分計算書（案）に

つきましては、地方公営企業法第３２条第２項の規定により処分しようとするもので、当

年度の純利益２，２３６万６，３３６円を建設改良積立金に積立てし、その結果、翌年度

繰越利益剰余金はゼロ円でございます。 

 次に、５ページをお開き願います。５ページから７ページは貸借対照表となっておりま

す。資産の合計は６７億７，７５３万５，３９０円であり、負債資本の合計額と一致する

ものでございます。 

 次に、８ページから１６ページは事業報告書となっております。内容につきましては御

覧をいただき、説明は省略いたします。 

 次に、１７ページをお開き願います。キャッシュフロー計算書でございます。表の右側

の下段部分になりますが、資金の本年度期首残高から２，７０４万４，９５０円増加し、

期末残高は３，４０９万８，６６６円となっております。これは、５ページの貸借対照表

の現金預金と一致するものでございます。 

 以下、２８ページまでが附属書類、２９ページからは注記としまして会計方針等を記載

しております。内容につきましては御覧をいただき、説明は省略いたします。 

 以上で令和６年度下水道事業会計決算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審

議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇平山委員長 暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 １時５５分 

再開 午後 ２時０５分 

 

〇平山委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより理事者側に対する質疑を行います。先ほどの委員長就任挨拶でも申し上げまし

たが、質疑並びに答弁は簡潔に、また質疑については決算書に記載された内容にとどめ、

その範囲から著しく逸脱しないようご協力をお願いいたします。 

 認定第１号 令和６年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について、これから質疑を行
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います。 

 工藤委員。 

〇工藤委員 決算書の２款の総務費で、６年度の予算の中で空き家対策事業というのがあ

りました。これの執行内容について、ちょっと教えていただきたいと思います。改修、そ

れから解体があったのですが、それぞれ件数と総金額を教えていただければ助かります。

お願いします。 

〇平山委員長 町民課、大平課長。 

〇大平町民課長 お答えいたします。 

 まず、改修につきましては１件で補助金の交付決定額が５０万円で、解体につきまして

は２２件で１，０９０万２，０００円となっております。 

〇平山委員長 工藤委員。 

〇工藤委員 ありがとうございます。 

 合計で１，１４０万ということですね。予算よりは下回ったという結果であったこと今

分かりました。それで、今年度、７年度も先ほど補正するということでありました。今年

度が特に多いのかなという感じはしますけれども、僕の思いでは解体に町から少し出るの

だということのそのきっかけです。こういう工事をやっていただければ、町の事業者も潤

うのだと思います。町の事業者が仕事があることによって、また町税にも跳ね返ってくる

のだろうということで思いますので、先ほども言いましたけれども、町の景観も古い建物

がなくなってきれいになると羽幌町に観光で来る方もきれいな町でいいなという印象を持

ちますので、いろんな総合的な判断を見ていくところで、やはりこういう事業も大事だな

と思うので、今後また次年度も続けていっていただきたいと思います。 

 以上、お願いをして終わります。 

〇平山委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 それでは、金額というよりは事業の評価という点で質問させていただきます。 

 ２款総務費の移住、定住促進事業の中で天売地区の定住促進、住宅整備の経費というこ

とで令和６年の予算委員会では住宅は移住、定住のために使うとの話でしたが、具体的な

活用方法は今後検討しなければならないという答弁がありました。現在具体的な使用状況

と、あと今後の活用方法について検討されて決まったことがあれば教えていただきたいと

思います。 

〇平山委員長 地域振興課、飯作課長。 

〇飯作地域振興課長 お答えをいたします。 

 天売で整備をいたしました移住、定住促進住宅ということで、当然天売島のほうに移住

で来られる方に供していただきたいということでの整備でございますけれども、現状使わ

れている内容としましては、今天売複合化施設を建設しておりますが、その工事関係者が

入居している状況でございまして、使い道としましては移住、定住に資する業務に関する

部分においても、その関係者が入居できるというような部分での交付金の用途でもござい
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ますので、現状といたしましては今そういった方が入居しているという状況でございます。 

〇平山委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 よく工事の関係の方が宿泊施設がない、それは焼尻とかもそうですけれども、

あるのですけれども、現地に宿泊施設もある中でうまく調整してよい活用をしていただく、

ずっと空き家というよりは活用されたほうがいいと思いますので、活用していただきたい。 

 ちなみに、工事関係者の方に貸した場合、例えば使用料とか、光熱費とか、そういうよ

うな負担というのはどういうふうになっているでしょうか。 

〇平山委員長 地域振興課、飯作課長。 

〇飯作地域振興課長 お答えをいたします。 

 この住宅につきましては、そもそも条例上で従業員を雇用する際に事業者が借り受ける

こともできますし、単独の個人の方が入居のために借り受けることができるということの

両方でございまして、家賃につきましては定額の家賃を、今回は事業者さんが入居の申込

みということで契約をしておりますので、事業者さんから住宅料をいただきまして、光熱

水費等に関しましては入居されている側で支払っていただくという形を取っております。 

〇平山委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 すみません、せっかくなので、ちなみに１日なり１か月単位でのその使用料

というのがもし分かれば教えてください。 

〇平山委員長 地域振興課、飯作課長。 

〇飯作地域振興課長 家賃につきましては、月額３万５，０００円ということでございま

す。 

〇平山委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 せっかく行う事業ですので、工事が終わった後もうまく活用して移住、定住

に向けた活用をしていただきたいというふうにお願いをして、この件に関しては終わりた

いと思います。 

 同じく２款総務費の中でまち・ひと・しごと創生事業について、予算上では計画策定等

の委託料として４８２万円の予算が計上されていました。予算委員会の中でも工藤委員で

すとか私のほうで質疑を行いました。自分としては予算が適切だろうということで話はし

たのですけれども、その質疑の中でしっかりと策定するに当たって過去の検証もしつつ、

議会も参画できるような計画の機会をつくっていただきたいということを話しました。当

時の担当課長もおっしゃるとおりということで、今後もそういう大きな改定があったら適

時説明していきたいというような答弁もありました。町長からの答弁の中では、新しくデ

ジタル田園都市構想などで動いていくので、その中でいろいろ反映される可能性があると。

今の時点では、どこの課がどのタイミングでということが言えないけれども、新しいもの

が出てくるタイミングを計らって議会とも担当者かどこかとの委員会と協議しながら、何

らかの形で中間報告も含めて相談することになるというような答弁をいただきました。し

かし、今回この３期目に関しては議会との協議というのがなくて、結果的に完成されたも
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のを議員説明会の説明で終わったというふうに感じています。予算委員会の中では議会も

含めて意見を出しながら作成していくような答弁もあった中で、今期に関しては議会の意

向というか、意見というのは全く入っていない内容になったのではないかなというふうに

考えますけれども、その辺予算委員会の答弁と実際行った作業ちょっと変わってきたのか

なというふうに思って私的にはとても残念だなというふうに思ったのですが、その辺につ

いてもしお答えいただければと思います。 

〇平山委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１６分 

再開 午後 ２時１９分 

 

〇平山委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 町長、森君。 

〇森町長 今小寺議員の指摘の部分で私もそういう認識、ちょっとニュアンスは違う部分

もあるのですけれども、なので少し確認を内部でさせてもらいました。まず、私の認識と

しては、ここは同じなのか、違うのかちょっと分からないので、原案は当然町がつくると。

何かゼロから全部ということではなくて、原案は町がつくると。委員会を開いて、その中

で意見を取り入れて、それをのめるものはのむということです。もちろん物によりますか

ら。そして、場合によっては複数回開くことにもなるのかもしれないですけれども、そう

いう段取りを踏んでできたというふうに思っていたのですけれども、今確認したところ完

品の状態だということで、また委員会のほうからそれならもう開く必要がないと言ったか

どうか言葉のやり取りは分からぬですけれども、我々の入れる余地がないので、もういい

でしょうというようなことで結果として終わったという確認ができました。 

 終わったことだからいいとは言いませんけれども、その辺の内部的な意思疎通と委員会

とその委員長の中でのもう言う余地がないので、開かないとかというところの中できちっ

と理解を得ながら進められたという結果になっていないということは事実だということで

ありますので、今の始まる段階です。予算つけたのは年度でいえば昨年ですけれども、一

昨年の中でこの中間、１年間近くかけている、そういう部分で私がお話ししたとおりの進

め方に結果としてならなかったということは認めて、今からバックできるということでも

ありませんので、少なくとも私は責任持って話していることですので、そういうことも起

きたということで今後に生かしていきたいと思います。個別のことであれば担当課長の、

なぜとか具体的な話は説明できるということですので、引き続き議論を進めてもらって結

構だと思います。 

〇平山委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 私も町長と同じような方向性であることは確かですし、予算委員会の答弁も

そのように認識しました。ただ、結果として委員会に対して要請があったときには議会の
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そういう大きな流れを変えたいということではなくて、いろんな意見がもし可能であれば

入るのだろうかといったときに審査会が終わった状況であるので、もうこの完品には入り

ませんと。入るとすればローリングする際の中で入れることも可能でしょうということは、

今できたものに関しては議会の意見は全く入りませんということだったので、それでした

ら、委員会での調査、審査の中での形ではなくて議員説明会がいいでしょうというような

形で、町長ご存じだとは思うのですけれども、意見はもちろん質問とかはできたのですけ

れども、それを計画の中に入れるというタイミングではなかったということで、町長がか

なり事前にいろんな説明を各委員会に前もってしなさいという指示はここずっとなってい

て、いい傾向だなと思ったのですけれども、このまち・ひと・しごとの、町長も町議時代

に私たちがいろんなプレゼンをしたりとか、そういうこともあったし、その前の２期のと

きにも委員会を重ねていろんな意見を取り入れていただいたという経緯があったものです

から、今回３期に関してはとても残念でしたということで、町側もそういうふうに認めて

いらっしゃるので、ぜひこのような計画があるときには少しでも早く情報をいただいて議

会も一緒に、議会も町民の代表として発言したいという機会を設けていただけたらなとい

うふうに思います。 

〇平山委員長 暫時休憩。 

 

休憩 午後 ２時２４分 

再開 午後 ２時２４分 

 

〇平山委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 小寺委員。 

〇小寺委員 続いて、３款に入りたいのですけれども、３款民生費の中の児童福祉設備等

の整備事業です。 

 これも予算委員会の中でいろいろちょっと話させていただいたのですが、令和６年度に

新たに設置型の授乳室購入し、その後設置するというようなやり取りがありました。結果

的に今公民館のほうに設置して１年ちょっとたったのですけれども、使用状況ですとか、

費用対効果ですとか、利用者の声ですとか、またそのときの答弁にもあったのですけれど

も、乳幼児のお母さんの意見も今後聞いていきたいというような話があったのですが、も

しお母さんたちからの意見とかがあったのであれば、１年たってどのような活用ですとか、

使用状況、その辺をお聞きしたいと思います。 

〇平山委員長 福祉課、高橋課長。 

〇高橋福祉課長 お答えいたします。 

 ベビーケアルームの利用状況ということで、昨年の６月に設置して、今最新の情報で９

月１０日までの利用実績としましては１年と３か月ぐらいありますけれども、全部で１２

４件の利用がございました。月平均すると７人から８人ぐらいの利用ということなのです
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が、これの中身としても利用月を見てみるとイベントをやっているときが多いというのは

ちょっとあるのですが、今年入ってからの利用はちょっと少ないなというような流れにな

っております。状況というか、それを分析しても最初は物珍しく、ベビーケアのルームと

して使っているのか、ただ見ただけという利用なのか、その辺うちのほうでもつかめない

部分がございまして、一応アンケートも取れるようにはなっているのですけれども、実際

授乳という形で中入られるとアンケートまで答えていただけないというのが今最近という

か、担当としゃべっていて、これはちょっとまずいのではないかということで、今後のア

ンケートどうしようかというのは、これから考えていかなければいけないかなとは思って

います。１年間の状況を見ても今言ったように１２４人ということで、そのもので使って

いるかどうかという分析もこれからしていかなければならないですし、そして一応これに

関しましては道補助入っている段階で、設置場所を含めてあと一、二年ぐらいの状況は見

ていかなければいけないのかなとは思っております。 

〇平山委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 自分もその百何回のうち何回か確認と言ったら変ですけれども、本当に中ど

ういうふうになっているのかということで、使用にカウントされているかは分かりません

けれども、自分も入っているのだなというふうに思っていました。 

 予算委員会のときでも、まずは設置してみて様子を見るということで、自分は当初から

道の駅に置くということも提案していたので、もし移動できるのだということで話があっ

たので、例えばですけれども、１年数か月置いたので、次は例えば道の駅に置いてまた使

用状況を見てみると。結果的にどちらがいいのかということで考えることも必要なのかな

というふうにも思っています。課長のほうから二、三年ですか、という話も出たのですけ

れども、来年、今年度ですか、使用状況が多いのであればそのままとか、その辺どこかの

ラインでジャッジをして、例えば観光シーズンに関しては移動してみるだとか、そういう

ことも今後考えていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

もし答弁があれば、お願いいたします。 

〇平山委員長 福祉課、高橋課長。 

〇高橋福祉課長 お答えいたします。 

 先ほども言ったのですけれども、これ購入の際に補助入っているので、補助を使ってい

るのですが、それの設置場所まで道のほうへ報告しているものですから、あと一、二年と

いうような話は多分動かせないのかなとは思います。ただ、その実績を見て先ほど言って

いた道の駅ないしほかのところでも置けるような場所があれば移動はさせていきたいかな

とは思っておりますが、ここ一、二年はちょっと様子を見るのにまた公民館でということ

になるかなとは思っております。 

〇平山委員長 森町長。 

〇森町長 委員会を開いたときの報告として、道の駅、ホテルがいいのではないかという

ような話があったことは記憶にあります。ただ、そのときに実はフェリー乗り場にも補助
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金とか、そういう関係、違うあれですけれども、同等の利用ができるものがあると。議員

の発言の中で、今日いらっしゃいませんけれども、そのことが分からなかったのだと思う

のですけれども、いわゆる観光客向けの部分として必要だということだったので、ではそ

れはフェリー乗り場にあるのであれば、同じようなニーズではなくてもっと町場の人で、

いわゆる健康支援課、支援センターだとか、こちらのイベントとかに来ている人たちのニ

ーズも分散化したほうがいいだろうということも内々の、私の判断で直接課長たちとも話

したということもありました。結果として、今もう一度課長言ったことを繰り返すのです

けれども、今度いわゆる沿海フェリーのほうにある部分がどういうふうにカウントできる

かはちょっと問題ですけれども、そこの使用頻度等も含めて本年度、来年度については現

状のままにしておきますけれども、見直し、それから簡単に夏だけそこにやってとか、そ

ういうのはちょっと難しいのではないかという声もありますので、来年１年ぐらいやった

上でそこの併用というのを今後検討していきたいと思います。 

〇平山委員長 そのほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第１号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号 令和６年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について原案の

とおり認定されました。 

 認定第２号 令和６年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、

これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第２号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第２号 令和６年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認



 - 24 -

定については原案のとおり認定されました。 

 認定第３号 令和６年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、こ

れから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第３号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第３号 令和６年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

については原案のとおり認定されました。 

 認定第４号 令和６年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、これ

から質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第４号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第４号 令和６年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては原案のとおり認定されました。 

 認定第５号 令和６年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、これ

から質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第５号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第５号 令和６年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては原案のとおり認定されました。 

 認定第６号 令和６年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定について、これ

から質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第６号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第６号 令和６年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては原案のとおり認定されました。 

 認定第７号 令和６年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について、これから

質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第７号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第７号 令和６年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定につい

ては原案のとおり可決及び認定されました。 

 認定第８号 令和６年度羽幌町下水道事業剰余金の処分及び決算認定について、これか

ら質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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〇平山委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第８号について採決します。 

 本案は、原案のとおり可決及び認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇平山委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第８号 令和６年度羽幌町下水道事業剰余金の処分及び決算認定につ

いては原案のとおり可決及び認定されました。 

 以上で各会計決算認定については、それぞれ可決及び認定することに決定しました。再

開する本会議において報告することにいたします。 

 

    ◎町長挨拶 

〇平山委員長 次に、森町長からご挨拶の申出がありますので、これを許します。 

 町長、森淳君。 

〇森町長 令和６年度各会計決算認定に際しまして慎重なご審議をいただき、ありがとう

ございました。物価高騰が長期化する中、生活者の負担が増すとともに地域経済は厳しい

状況が続いております。情勢の変化を的確に捉えながら、経済の活性化や多様化する住民

ニーズに的確に対応できるよう町政運営を心がけねばなりません。次年度の予算編成に向

かっていくに当たり、いただいたご意見を参酌し、効果的かつ効率的な取組を進めてまい

りたいと考えております。 

 各会計決算につきまして、ご承認いただきましたことにお礼を申し上げまして挨拶とさ

せていただきます。ありがとうございました。 

 

    ◎委員長挨拶 

〇平山委員長 以上をもちまして、羽幌町各会計決算特別委員会を閉会いたします。 

 それでは、委員長退任に当たりまして一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

 委員各位におかれましては終始ご熱心に審査を賜り、誠にありがとうございました。ま

た、理事者各位におかれましても、本日の資料の作成並びに審査の円滑な運営にご協力い

ただきましたことを厚くお礼申し上げます。 

 皆様方のご理解とご協力により、決算特別委員会の議案審議を滞りなく終了することが

できました。心よりお礼を申し上げまして、退任の挨拶とさせていただきます。長時間に

わたり審議をいただき、本当にありがとうございました。 

（閉会 午後 ２時４０分） 


